
深刻な人手不足に対処するため、一定の知識や技能を有
し，即戦力となる外国人を受け入れる「特定技能」制度が
4月1日からスタートとしました。この出前講座では、新し
い「特定技能」や「外国人技能実習」制度等の概要を分か
りやすく説明いたします。
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島根県商工労働部雇用政策課 多様な就業推進室 内
松江市殿町１番地 FAX:０８５２－２２－６１５０
HP：https://www.pref.shimane.lg.jp/tayo-syugyo

外国人雇用に関する

出前講座

みなさまのお問い合わせに応じて出前講座を
おこないます。
団体・組合等の単位でお申し込みください。

出前講座にかかる費用は無料です。

受付時間：月～金曜日（国民の祝日・休日・年末年始を除く）

９：００～１７：００

E-mail：koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp

「特定技能」「技能実習」の
仕組みとは

在留資格って何だろう

<R1.6>
島根県

外国人材雇用情報提供窓口


